
                              

月
か
ら
大
き
く
変
わ
る
の
は
次
の

３
点
で
す
。 

①
産
後
パ
パ
育
休
の
創
設 

②
育
児
休
業
の
分
割
取
得 

③
１
歳
以
降
の
延
長
の
柔
軟
化 

  

順
に
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

①
産
後
パ
パ
育
休
の
創
設 

  

通
常
の
育
児
休
業
と
は
別
に
、
子
の

出
生
直
後
８
週
間
以
内
に
４
週
間
ま
で

取
得
で
き
る
「
出
生
時
育
児
休
業
」
が

創
設
さ
れ
ま
す
。
女
性
で
あ
れ
ば
産
後

休
業
に
あ
た
る
期
間
で
す
か
ら
、
基
本

的
に
男
性
が
取
得
す
る
休
業
と
い
う
こ

と
に
な
り
、「
産
後
パ
パ
育
休
」
な
ど
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
行
の
育
児
休
業
も
も
ち
ろ
ん
出
生

直
後
に
取
得
で
き
ま
す
が
、
新
制
度
で

は
、
よ
り
男
性
が
取
得
し
や
す
く
な
る

よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
緩
和
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

◆
申
出
ル
ー
ル 

 

産
後
パ
パ
育
休
の
申
出
は
２
週
間
前

ま
で
で
か
ま
い
ま
せ
ん
（
通
常
の
育
児

休
業
は
１
カ
月
前
ま
で
）。
た
だ
し
、
雇

用
環
境
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
の
取
り

組
み
の
実
施
を
労
使
協
定
で
定
め
て
い

る
場
合
は
、
１
カ
月
前
ま
で
の
申
出
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

ま
た
、
２
回
に
分
け
て
取
得
で
き
る

た
め
、
ま
と
め
て
休
む
の
が
難
し
い
場

合
で
も
繁
忙
期
を
避
け
て
取
得
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。 

 

た
だ
し
、
２
回
に
分
け
て
取
得
す
る

場
合
で
も
、
ま
と
め
て
２
回
分
を
一
度

に
申
し
出
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

◆
休
業
中
の
一
部
就
業
が
可
能 

 

休
業
中
に
一
部
就
業
す
る
こ
と
も
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

通
常
の
育
児
休
業
で
も
、
ト
ラ
ブ
ル

対
応
な
ど
一
時
的
・
臨
時
的
な
も
の
に

限
り
休
業
中
の
一
部
就
業
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
産
後
パ
パ
育
休
で
は
一

時
的
・
臨
時
的
な
も
の
に
限
ら
ず
就
業

が
認
め
ら
れ
ま
す
。 

 

た
だ
し
、
労
働
者
の
意
に
反
し
て
働

か
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
あ
ら
か
じ

め
労
使
協
定
を
締
結
し
た
上
で
、
労
働

者
と
使
用
者
が
個
別
に
合
意
し
た
範
囲

内
で
就
業
が
可
能
に
な
り
ま
す
。 

 
就
業
で
き
る
日
数
・
時
間
数
に
は
上

限
が
あ
り
ま
す
（
休
業
期
間
中
の
労
働

日
・
所
定
労
働
時
間
の
半
分
ま
で
）。
な

お
、
就
業
日
数
に
よ
っ
て
は
、
雇
用
保

険
の
給
付
金
と
保
険
料
免
除
の
対
象
と

な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
注
意
が

必
要
で
す
。 

 

◆
産
後
パ
パ
育
休
の
対
象
者 

 

産
後
パ
パ
育
休
の
対
象
者
は
、
産
後

休
業
を
し
て
お
ら
ず
、
産
後
８
週
間
の

子
と
同
居
し
養
育
す
る
人
で
す
。
た
だ

し
、
勤
続
１
年
未
満
の
人
な
ど
は
労
使

協
定
を
締
結
す
る
こ
と
で
対
象
外
と
す

る
こ
と
が
可
能
で
す
。 

 

ま
た
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て

は
、
子
が
生
ま
れ
て
か
ら
約
８
カ
月
※

ま

で
の
間
に
契
約
が
満
了
す
る
こ
と
が
明

ら
か
で
な
い
場
合
に
産
後
パ
パ
育
休
の

対
象
者
と
な
り
ま
す
。 

※
正
し
く
は
「
子
の
出
生
日
か
ら
起
算
し
て
８

週
間
を
経
過
す
る
日
の
翌
日
か
ら
６
カ
月
を

経
過
す
る
日
」 

 

◆
パ
パ
休
暇
の
廃
止 

 

現
行
制
度
に
な
る
「
パ
パ
休
暇
」（
子

の
出
生
後
８
週
間
以
内
に
夫
が
育
児
休

業
を
取
得
し
た
場
合
、
２
回
目
の
育
児

休
業
を
取
得
で
き
る
制
度
）
は
廃
止
さ

れ
ま
す
。 

      

10月から育児休業が大きく変わります 

規程の準備はだいじょうぶですか？ 特 集 

 育児介護休業法が改正され、段階的に施行され、今年１０月からは、改正の本丸である「産後パパ育休」や「育児休業 

の分割取得」が始まります。今回の改正は男性の育休促進が中心となっており、夫婦で協力し交代しながら柔軟に育児休 

業を取得できる仕組みとなっています。 

 これまで育児休業は女性社員がまとまった期間取得するケースが多かったと思いますが、今後は男性社員も育児休業 

を取得し、夫婦で交代して何度も取得するという人も出てきますので、改正後の制度をよく理解しておきましょう。 

勤
続
１
年
未
満
の
者
な
ど
を
対

象
外
に
し
た
い
場
合
、
休
業
中
に

一
部
就
労
し
て
も
ら
う
可
能
性
が

あ
る
場
合
な
ど
は
、
労
使
協
定
を

締
結
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

１０ 



②
育
児
休
業
の
分
割
取
得 

  

こ
れ
ま
で
原
則
１
回
だ
っ
た
育
児
休

業
を
、
２
回
目
ま
で
分
割
し
て
取
得
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
男
性
の
場
合

は
「
産
後
パ
パ
育
休
」
も
あ
わ
せ
る
と

最
大
４
回
の
分
割
取
得
が
可
能
で
す
。 

 

現
行
制
度
に
あ
る
「
パ
パ
マ
マ
育
休

プ
ラ
ス
」（
夫
婦
が
と
も
に
育
児
休
業
を

取
得
す
る
場
合
は
１
歳
２
カ
月
ま
で
休

業
を
取
得
で
き
る
制
度
）
は
、
改
正
後

も
変
わ
ら
ず
利
用
で
き
ま
す
。 

 

◆
申
出
ル
ー
ル 

 

申
出
期
限
な
ど
は
現
行
の
育
児
休
業

と
同
じ
で
原
則
１
カ
月
前
ま
で
で
す
。 

 

産
後
パ
パ
育
休
の
よ
う
に
２
回
分
ま

と
め
て
申
し
出
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

分
割
取
得
す
る
場
合
は
そ
の
都
度
１
カ

月
前
ま
で
に
申
し
出
れ
ば
よ
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。 

 

③
１
歳
以
降
の
延
長
の
柔
軟
化 

  

保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
等
の
事
情

が
あ
っ
て
１
歳
以
降
も
育
児
休
業
を
延

長
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
柔
軟
に
取
得

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す 

 

こ
れ
ま
で
は
延
長
後
の
育
児
休
業
開

始
日
は
１
歳
時
点
、
１
歳
６
カ
月
時
点

に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
改
正
後
は
、

本
人
と
配
偶
者
の
育
児
休
業
に
切
れ
目

が
な
け
れ
ば
、
各
延
長
期
間
の
途
中
で

も
夫
婦
で
交
代
し
て
育
児
休
業
を
取
得

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 

◆
申
出
ル
ー
ル 

 

申
出
期
限
は
現
行
制
度
と
同
じ
で
原

則
２
週
間
前
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、
申

出
が
１
歳
（
ま
た
は
１
歳
６
カ
月
）
到

達
後
の
場
合
は
１
カ
月
前
ま
で
と
な
り

ま
す
。 

 

育
児
休
業
給
付
金
も
変
わ
る 

  

雇
用
保
険
の
給
付
金
も
「
産
後
パ
パ

育
休
」
や
「
育
児
休
業
の
分
割
取
得
」
に

あ
わ
せ
て
受
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
金
額
な
ど
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。 

       

                         

                         
 産後パパ育休(R4.10.1～) 

育休とは別に取得可能 

育児休業制度 

(R4.10.1～) 

育児休業制度 

(現行) 

対象期間 

取得可能日数 

子の出生後８週間以内に 

４週間まで取得可能 

原則子が１歳 

(最長２歳)まで 

原則子が１歳 

(最長２歳)まで 

申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１カ月前まで 原則１カ月前まで 

分割取得 
分割して２回取得可能 

(初めにまとめて申し出ることが必要) 

分割して２回取得可能 

(取得の際にそれぞれ申出) 
原則分割不可 

休業中の就業 

労使協定を締結している場合に限り、

労働者が合意した範囲で休業中に就

業することが可能 

原則就業不可 原則就業不可 

１歳以降の延長  育休開始日を柔軟化 
育休開始日は１歳、 

１歳半の時点に限定 

１歳以降の再取得  
特別な事情がある場合 

に限り再取得可能 
明確な定めはない 

月
ま
で
に
就
業
規
則
ま
た
は

育
児
介
護
休
業
規
程
、
社
内
の
申

請
様
式
な
ど
を
整
備
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

 

休
業
の
管
理
が
煩
雑
に
な
り
ま

す
が
、
誤
っ
た
取
り
扱
い
を
し
な

い
よ
う
改
正
後
の
制
度
を
よ
く
理

解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う 

産後パパ育休と育児休業のちがい 

１０ 



 

育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約

変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し

出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しな

かったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。 

 また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付け

られています。 

●ハラスメントの典型例 

 ・ 育児休業の取得について上司に相談したら「男のくせに育児休業を取るなんてあり得な 

い」と言われ、取得を諦めざるを得なかった。 

 ・ 産後パパ育休の取得を周囲に伝えたら、同僚から「迷惑だ。自分なら取得しない。あなた 

もそうすべき。」と言われ苦痛に感じた。 

育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止 

改正後の育児休業の取り方のイメージ(例) 


